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１．道路運送法上の区分



地域の移動を担う交通手段
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運送主体 ドライバー 車両 対価

旅客自動車運送事業
＜許可＞

バス・タクシー
事業者

2種免許
運行管理者の選任
乗務管理・健康管理

事業用自動車（緑）
整備管理者の選任
車検1年毎

適正原価・
適正利潤の
範囲

日本版ライドシェア
（自家用車活用事業）

＜許可＞
タクシー事業者

１種免許＋研修
運行管理者の選任
乗務管理・健康管理

（タクシー事業者が管理）

自家用自動車（白）
車検2年毎

事業用自動車（緑）
（遊休車両の活用可）

タクシー運賃と同額

公共ライドシェア
（自家用有償旅客運送）

＜登録＞

市町村、
NPO法人等

1種免許＋講習
運行管理の責任者の選任

点呼

自家用自動車（白）
責任者の選任
車検2年毎

実費の範囲内
（人件費・維持管理

経費等）

道路運送法の許可・登録を
要しないもの

団体、個人 1種免許
自家用自動車（白）

車検2年毎

ガソリン代・道路通行料・駐車場料金・
レンタカー代・一時的な保険

※実質的に運送の対価と
みなされる場合は有償



法＝道路運送法 省＝道路運送法施行規則

区 分 種 類 種 別 運行の態様別 代表的な運行形態

旅客自動車運送事業
（法2条）

一般旅客自動車運送
事業（法3条）

一般乗合旅客自動車運送事
業
（法4条）

路線定期運行
（省3条の3）

・路線バス
・コミュニティバス
・乗合タクシー

路線不定期運行
（省3条の3） ・コミュニティバス

・乗合タクシー
・デマンド型交通区域運行

（省3条の3）

一般貸切旅客自動車運送事業
（法4条）

・貸切バス

一般乗用旅客自動車運送事業
（法4条）

・タクシー
・ハイヤー(和歌山該当なし)

特定旅客自動車運送事業（法43条）
・工場等の従業員の送迎バス
・学校の生徒等の送迎バス

国土交通大臣の許可を受けた場合等における、貸切バス事業者、タクシー事業者による乗合旅客の
運送（法21条）

・鉄道代行バス
・イベント送迎シャトルバス

自家用自動車による
有償の旅客運送
（法78条）

自家用有償旅客運送（法79条）
（公共ライドシェア）

交通空白地有償運送（省51条）
・自治体バス
・交通空白地有償運送

福祉有償運送（省51条） ・福祉有償運送

国土交通大臣の許可を受けて行う運送（法78条）
・幼稚園バス
・自家用車活用事業（日本
版ライドシェア）

災害のため緊急を要するときに行う運送（法78条）

道路運送法の事業区分
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旅客自動車運送事業の種類

「はじめて地域交通行政を担当する方必見！
～道路運送法の基礎知識～



２．一般乗合旅客自動車運送事業



乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業であり、①輸送の安全を確保するため
適切な計画か、②事業の遂行上適切な計画か、③自ら的確に遂行する能力を有するか、
審査を行い許可を行っている。

路線定期運行については、法（道路運送法施行規則第４条第２項）に定める協議会を経
ることで処理期間短縮などを受けることが可能
路線不定期運行・区域運行については、法に定める会議を経ることが必要

一般乗合旅客自動車運送事業
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一般乗合旅客自動車運送事業
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一般乗合旅客自動車運送事業
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旅客の利便を阻害しないと認められる路線を定める公示（令和４年５月１０日近運自一公示第１号）

１．道路運送法施行規則第１５条の４第３号の旅客の利便を阻害しないと地方運輸局長が認める範囲は、次の各号とする。

（１）道路運送法施行規則第１０条第１項第１号ロに規定する長距離急行運送等に係る路線を休止又は廃止する場合

（２）付替路線（関係市町村の要望又は停留所の位置の変更が３００メートル以内のものに限る。）の開設に伴い路線を休止又は廃止する場合

（３）道路運送法施行規則第１０条第１項第１号イに規定する定期観光運送に係る路線を休止又は廃止する場合

（４）休止後１年間を経過した路線を休止又は廃止する場合

（５）休止又は廃止する区間が、３００メートル以内の路線である場合（当該区間に係る運行系統に関し、過去１年間に

 当該基準に基づく路線の休止又は廃止がない場合に限る。）

（６）休止又は廃止する区間に並行路線（鉄軌道及び道路運送法第７８条第２号に定める自家用有償旅客運送を含む。）があり、

休止又は廃止する区間内における全ての停留所から３００メートル以内に当該並行路線の停留所又は駅が存在する場合

（７）テーマパーク等への路線のうち、沿線住民の日常的な利用がないと認められる路線を休止又は廃止する場合

（８）午前０時から午前４時の間のみの運行を行っている路線を休止又は廃止する場合

【道路運送法施行規則（抜粋）】
（一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更の特例）
第十五条の四 法第十五条の二第一項の旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該路線において他の一般乗合旅客自動車運送事業者が一般乗合旅客自動車運送事業を現に経営し、又は経営するものと

見込まれる場合
二 当該路線の休止又は廃止について地域協議会（地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する協議会であつて、関係地方公共

団体の長、地方運輸局長その他の関係者により構成されることその他の国土交通大臣が告示で定める要件を備えるものをいう。以下じ。）、
地域公共交通会議（市町村長が主宰するものにあつては、当該路線が一の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に
限る。）又は協議会（市町村が組織するものにあつては、当該路線が一の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に
限る。）において協議が調つた場合

三 前二号に掲げる場合のほか、旅客の利便を阻害しないと地方運輸局長が認めてあらかじめ公示する場合

一般乗合旅客自動車運送事業【路線（路線定期運行）の休止又は廃止】
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路線（路線定期運行）の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとするときは、その六月前（旅客
の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その三十日前）までに、その旨を
国土交通大臣に届け出なければならない。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000008098.pdf


白ナンバー

 コミュニティバスとは、交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体的に計画し、以下の方法により運行するもの。
（１）一般乗合旅客自動車運送事業者に委託して運送を行う乗合バス
（２）市町村自らが自家用有償運送者の登録を受けて行う自家用有償旅客運送
 コミュニティバス導入の際は、既存の路線バスとの整合性を図るよう十分留意する必要があるため、路線、運賃、運行時刻等などにつ

いて地域公共交通会議等の場で地域の関係者との協議が行われる場合が多い。

【主宰者】 市区町村（複数市区町村共同、都道府県も可）

【構成員】 住民又は旅客の代表、旅客自動車運送事業者又はその団体、地方運輸局長又は支局長、

労働組合（運転者が組織する団体）、 道路管理者、都道府県警察、（必要に応じ）学識経験者 等

【協議事項】   ・地域のニーズに即した乗合運送サービスの運行形態、サービス水準等について協議。
                     必要に応じて地域の交通計画を策定

 ・輸送の安全、旅客の利便の確保方策等を説明

 地域公共交通会議 （道路運送法施行規則第９条の３）

合 意
主な緩和事項※

○上限運賃認可 → 届出（協議）運賃
○最低車両数の緩和
○公安委員会への意見照会の省略等
○標準処理期間の短縮（３ヶ月→２ヶ月）

※協議会等を開催しないケースでは緩和措置は適用されない

路線定期運行の許可
（道路運送法第４条） 

緑ナンバー

（参考）地域のニーズに対応した運行形態の区分

コミュニティバス
大型（１１人以上）

乗合タクシー
小型（１０人以下）

デマンドバス
大型（１１人以上）

デマンドタクシー
小型（１０人以下）

・市町村運営有償（過疎地・福祉）
・公共交通空白地
 有償運送
・福祉有償運送

自家用有償旅客運送
路線定期運行 区域運行

コミュニティバス（路線定期運行）の実施に係る手続
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 従来「地域公共交通会議」にて協議されていた協議運賃について、独占禁止法に抵触しない形で協議を行うために設置する。
※運賃協議会（部会）が未設立の場合は、地域公共交通会議等で設立を諮る事前の協議が必要。

 地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線等に係る運賃等について協議。

【主宰者】 市区町村（複数市区町村共同、都道府県も可）

【構成員】 住民又は旅客の代表、旅客自動車運送事業者又はその団体、地方運輸局長又は支局長 等

【協議事項】   ・地域公共交通会議等で協議が調ったコミュニティバス等の運賃について協議

 運賃協議会 （道路運送法第９条第４項、施行規則第９条第２項）

意見の聴取

コミュニティバス（路線定期運行）の運賃等の協議について
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①地域公共交通会議と連続して協議を行う場合、地域公共交通会議と同一に協議しないように留意が必要。

②複数事業者の運賃を協議する場合は、独禁法に抵触しないように１事業者毎に協議をする必要がある。

③軽微な事案の場合は、運賃協議会の開催は必ずしも要しない。

注意点

公聴会とはあくまで法令上の例示にすぎないため、代わりにその他の方法での意見の聴取でも可能

（例）①パブコメ（住民、利用者、利害関係者）

②市政広報誌 又は 市町村ホームページ（住民、利用者、利害関係者）

➂自治会への説明会（住民、利用者）

④業界団体を通じた事業者説明（利害関係者） ※（）内は想定する対象者

公聴会を開催しない場合、最低でも上記①と②はいずれかを実施、上記➂と④は併せて実施

 公聴会等の開催（道路運送法第９条第５項）

協議運賃の届出



デマンドバス・デマンドタクシー※の実施にあたっては、地域公共交通会議において合意が調った後に、実際
の運行を担う事業者が一般乗合旅客自動車運送事業の区域運行の許可を受ける必要がある。

 地域公共交通会議 （道路運送法施行規則第９条の３）

合 意
主な緩和事項

○区域運行等が可能に
○車両の乗車定員緩和（10人以下でも可）
○上限運賃認可 → 届出（協議）運賃
○最低車両数の緩和
○標準処理期間の短縮（３ヶ月→２ヶ月）

区域運行の許可
（道路運送法第４条） 

白ナンバー緑ナンバー

（参考）地域のニーズに対応した運行形態の区分

デマンドバス

大型（１１人以上）
・市町村運営有償（過疎地・福祉）
・公共交通空白地
 有償運送
・福祉有償運送

自家用有償旅客運送
区域運行

【主宰者】 市区町村（複数市区町村共同、都道府県も可）

【構成員】 住民又は旅客の代表、旅客自動車運送事業者又はその団体、地方運輸局長又は支局長、

労働組合（運転者が組織する団体）、 （必要に応じ）道路管理者、都道府県警察、学識経験者 等

【協議事項】   ・地域のニーズに即した乗合運送サービスの運行形態、サービス水準、運賃等について協議。
                     必要に応じて地域の交通計画を策定

 ・輸送の安全、旅客の利便の確保方策等を説明

デマンドバス・デマンドタクシー（区域運行）の実施に係る手続

※デマンド交通・・・需要に応じてルートや時間など柔軟な運行をおこなう形態

路線定期運行

路線不定期運行

デマンドタクシー
（乗合タクシー）

小型（１０人以下）
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３．道路運送法21条に基づく乗合旅客の運送



道路運送法
（乗合旅客の運送） 
第二十一条 一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客
の運送をすることができる。 
一 災害の場合その他緊急を要するとき。 
二 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受
けて地域及び期間を限定して行うとき。 

道路運送法２１条２号の許可
・ 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難
・ 運行する期間が原則１年以下のもの
・ イベント客の輸送、鉄道の工事運休に伴う代替バス、実証運行等短期間に

  限定して実施され、かつ、期間の延長が予定されない運行
・ 自治体等からの要請

・期間を決めて実証運行を行う際に利用される。
→ ４条乗合を見据えた実証運行を行うことが望まれる。
→ 仮に１年の実証運行から本格運行に移行する前提であれば、

  半年程度後には本格運行の形態を考えなければならない。
   （４条許可の審査期間等を見据えることが必要）

地域の観点から
標準処理期間２ヶ月

※実証実験については、当初から１年以上の計画があり、地方公共団体からの要請が
 ある場合には、１年以上（３年程度）の期間も可能。
※実証実験を実施したものの、有益な実証実験データが得られない等の理由により

 再申請がなされた場合であって、地方公共団体からの要請がある場合には、
再度許可（通算３年程度）をすることとする。 

道路運送法21条に基づく乗合旅客の運送
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４．タクシー（相乗りサービス）



一般乗用旅客自動車運送事業における相乗り旅客の運送の取扱いについて
令和3年10月29 日

・ 各旅客が運送開始前に互いに同乗することを承諾することで、一団の旅客として、費用負担、
事故時の補償等について公正な条件を設定した運送に係る契約

・ 乗車前に運賃額が確定する運用を原則
・ 相乗り運送を行う一般乗用旅客自動車運送事業者は、当該地域における一般乗合旅客自動車

運送事業との整合性に留意

タクシーの「相乗りサービス」

タクシー（相乗りサービス）
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５．自家用有償旅客運送



自家用有償旅客運送制度（平成18年創設）

 過疎地域での輸送や福祉輸送といった、地域における必要な輸送について、それらがバス・タク

シー事業によっては提供されない場合に、市町村、NPO法人等が自家用車を用いて有償で

運送できることとする制度。

①バス、タクシーによることが困難、かつ、

②地域における必要な輸送であることについて、地域の関係者（※）の協議が調う

③必要な安全体制の確保

2年（重大事故を起こしていない場合等は3年）※事業者協力型は5年

上記③について、必要に応じ、監査等を実施。さらに是正命令や登録取消等の処分を実施。

【登録要件】

【有効期間】

【指導・監督】

概要

種別

登録等

登録要件

有効期間

指導・監督

※平成27年4月より、事務権限（登録、指導・監督）の市町村長等への移譲（手上げ方式）を開始。
 平成31年4月1日現在、事務・権限の移譲先として19自治体（8県、11市区町村）を指定済み。

実施主体：788団体
※導入市町村：645(全国の約37%)

住民等のための「自家用有償旅客運送」
 （交通空白地有償運送）

身体障害者等のための「自家用有償旅客運送」
（福祉有償運送）

（※令和7年3月31日時点）

実施団体数：2,502団体

※地方運輸局又は運輸支局、地域住民、NPO等、バス・タクシー事業者及びその組織する団体、運転者の組織する労働組合

R2改正③事業者協力型の創設

R2改正①種別の見直し R2改正①種別の見直し

R2改正②「合意」→「協議が調う」
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自家用有償旅客運送制度（平成18年創設）

登録等

運転者

運送の対価

・ 実費の範囲内であると認められること
・ 合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとって明確であること
・ 営利目的とは認められない妥当な範囲内であり、かつ、協議が調つていること

R2改正⑦取扱いの明確化

旅客の範囲

・ 地域住民
・ 観光旅客その他の当該地域を来訪する者 R2改正⑤観光客の明確化

R2改正⑥区分の明確化

R2改正④運転者講習の合理化

・ 2種運転免許保有

又は

  ・ 1種運転免許保有＋自家用有償旅客運送の種別に応じた大臣認定講習の受講

※以下に掲げる者のうち、他人の介助によらず移動することが困難で、単独では
公共交通機関を利用することが困難な者及びその付添人

・ 身体障害者、精神障害者、知的障害者、要介護者、要支援者、基本チェック
リスト該当者、肢体不自由その他の障害を有する者

交通空白地有償運送

福祉有償運送

20

自動車

・ 使用権原（自己所有若しくは他人所有+使用承諾書）

・ 自動車両側面の表示、車内の掲示

  ・ 自動車の運行により生じた旅客等の生命、身体又は財産の損害賠償措置

・ 乗車定員11人未満の自動車であって、以下に掲げる自動車であること
寝台車、車いす車、兼用車、回転シート車、セダン等

福祉有償運送



平成30年1月17日
決定

自家用有償旅客運送制度（平成18年創設）

 自家用有償旅客運送は以下の団体が主体となって実施することが可能。

・ 市町村

  ・ ＮＰＯ法人

・ 一般社団法人又は一般財団法人

・ （地方自治法に規定する）認可地縁団体

・ 農業協同組合

・ 消費生活協同組合

・ 医療法人

・ 社会福祉法人

・ 商工会議所

・ 商工会

・ 労働者協同組合

・ 営利を目的としない法人格を有しない社団

・福祉有償運送

・交通空白地
有償運送

（自家用有償旅客運送の種類）

登録等 実施主体

（自家用有償旅客運送の登録を受けることが可能な団体）

R4改正⑤登録可能な団体の追加
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自家用有償旅客運送制度（平成18年創設）

（１）運行管理体制の整備（運行管理の責任者の選任等）

（２）運行管理の責任者の講習受講【特定事務所】

（３）運行に関する計画の作成【特定事務所】

（４）交替するための運転者の配置【特定事務所】

（５）異常気象時等における措置【特定事務所】

（６）安全な運転のための確認、指示、記録、保存

（７）乗務記録、保存

（８）運転者台帳及び運転者証

（９）整備管理体制の整備（整備管理の責任者の選任等）

（10）事故の対応に係る責任者の選任、事故の記録、保存

（11）損害を賠償するための措置

（12）事務所・車内の掲示、車両の表示等

（13）旅客の名簿の作成（福祉有償運送のみ）

（14）苦情処理の体制の整備、記録、保存

（15）各種報告（事故報告、輸送実績報告書）

登録等 遵守事項

R4改正①定期的な講習受講義務新設

R4改正②特定事務所の業務新設

R4改正②特定事務所の業務新設

R4改正②特定事務所の業務新設

R4改正③特定事務所での確認方法改正
（アルコール検知器使用等）
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自家用有償旅客運送制度（平成18年創設）

①地域における関係者の協議

登録等

②道路運送法に基づく登録

R2改正⑧協議の場の取扱いの見直し

R2改正⑨申請書類の簡素化

登録手続き

R2改正⑩各種様式の変更

23

各手続きの

流れ

【登録申請・届出提出先】
・当該地域を管轄する運輸支局等

 （市町村又は都道府県に権限が移譲
されている場合は、当該市町村又は
都道府県）

R4改正④福祉有償運送の旅客の範囲に関する明確化



自家用有償旅客運送ハンドブック・自家用有償旅客運送事例集

○自家用有償旅客運送ハンドブック
・自家用有償運送の導入等に係る手続き等の概要資料

（掲載場所：国交省HP） https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000012.html

○自家用有償旅客運送事例集
・全国80の自家用有償旅客運送実施 
事例を６つのモデルに分類して紹介

24
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自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）ハンドブック

○自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）ハンドブック
・自家用有償運送の導入等に係る手続き等の概要資料

（掲載場所：国交省HP） https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001851070.pdf 25
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６．自家用車活用事業
（日本版ライドシェア）



自家用車活用事業（日本版ライドシェア）の創設

背 景

・地域交通において、人口減少等に伴う需要減や新型コロナの影響により、タクシー・バス等のドライバー不足が深刻化するとともに、急増
するインバウンド観光や季節・時間帯等で変動する移動需要に対応するサービス提供の仕組みも不足している状況。

・この「担い手」や「移動の足不足」という社会問題に対応するため、「デジタル行財政改革会議 中間とりまとめ」（R5.12.20デジタル行財
政改革会議決定）において、現状のタクシー事業では不足している移動の足を、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車や一般
ドライバーを活用することで補う新たな仕組みを創設することとなった。

事業イメージ

タクシー事業者が運送主体となり、タクシーが不足
する地域・時期・時間帯において、地域の自家用
車・ドライバーを活用し、タクシーが不足する分の
運送サービスを提供する事業。

対象時間帯 国土交通省が指定した曜日・時間帯

運 転 者 第一種免許でも可（初心運転者期間にあるものを除く）

車 両
・自家用車、タクシー会社が用意する車両いずれも可
・乗車定員１０人以下
・本事業の用に供する車両であることを外部に表示

運 賃
・タクシーと同じ運賃、事前確定運賃に準ずること
・原則キャッシュレス

事 業 概 要

日本版ライドシェア
（自家用車活用事業）
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自家用車活用事業（日本版ライドシェア）の創設 ～地域指定～
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自家用車活用事業（日本版ライドシェア）の制度概要
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自家用車活用事業（日本版ライドシェア）について ～申請の流れ～
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【機密性２】

７．道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様



道路運送法の許可・登録を要しない運送

R6.3.1「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」
【有償性】

１．利用者からの給付について
（１）収受するものが「反対給付」にあたらない場合

①利用者から収受するものが謝礼と認められる場合
②利用者からの給付が、実費相当分の場合

（２）反対給付が「運送」に対するものではない場合の有償性判断
①ホテル・旅館等の宿泊施設の利用者を対象とする運送
②施設送迎（介護施設、学校その他の施設）の運送
③生活支援サービスなどとの一体運送
④ツアー等のサービス提供事業者が、ツアー参加者を対象に
行うサービスに付随した運送

⑤通訳案内士等による観光ガイド事業との一体運送
２．利用者の利用料に差を設ける場合の取扱い
３．第三者からの給付の取扱い
４．介護保険法等に基づく移動支援等の運送に関する給付の取扱い

【その他、運送に関連して金銭授受が行われる場合の取扱い】
１．運転役務の提供について報酬が支払われた場合
２．仲介手数料の受領及び運送サービス提供者に対する謝礼及び実費の代行受領
３．ＮＰＯ法人等が同法人の職員等に対して報酬を支払う場合
４．自治会等の活動として、会員向け運送サービスを行う場合
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・自動車の使用者（使用権原を有する者）は誰か。
・ドライバーを確保するのは誰か。
・金銭を収受する者は誰か。
・運送責任を負うものは誰か。
・保険に加入しているのは誰か。 など

①誰が運送主体か → ②運送主体が何を受け取るか

道路運送法の許可又は登録の要否の検討ステップ
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８．停留所の使用手続きについて



一般乗合旅客自動車運送事業

○ 道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）（抄）
（停車及び駐車を禁止する場所）
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及
び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、
又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一～四（略）
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示
柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分（当該停留所又は
停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時
間中に限る。）

六（略）
２ 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一（略）
二 旅客の運送の用に供する自動車（乗合自動車を除く。第四十九条の三第一項
において同じ。）が、乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停
留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐
車するとき（当該停留所又は停留場における停車又は駐車であつて、地域住民の
生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況に
より支障がないことについて、内閣府令で定めるところにより、道路運送法第九条第
一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者、公安委員会その他の当該停
車又は駐車に関係のある者として内閣府令で定める者が合意し、その旨を公安委
員会が公示したものをする場合に限る。）。

乗合バスの停留所使用にかかる合意手続き

○ 道路交通法施行規則（昭和三十五年十二月三日総理府令第六十号）
（抄）

（停車又は駐車に関係のある者による合意）
第六条の三の二 法第四十四条第二項第二号の規定による合意は、旅客の
運送の用に供する自動車（乗合自動車を除く。以下この条において同じ。）
が停車又は駐車をする一又は二以上の乗合自動車の停留所又はトロリーバ
ス若しくは路面電車の停留場ごとに、書面により、停車又は駐車をする旅客の
運送の用に供する自動車の範囲を明らかにしてするものとする。

２ 前項の書面には、当該旅客の運送の用に供する自動車による当該停留所
又は停留場における停車又は駐車が道路又は交通の状況により支障がない
ものとなるようにするため必要と認める事項があるときは、当該事項を記載する
ものとする。

第六条の三の三 法第四十四条第二項第二号の内閣府令で定める者は、次
に掲げる者とする。
一 乗合自動車、トロリーバス又は路面電車を使用する者
二 公安委員会
三 都道府県知事又は市町村長（特別区の区長を含む。）
四 地方運輸局長
五 前各号に掲げる者のほか、当該停車又は駐車に関係のあるものとして

公安委員会が認める者

乗合タクシー、21条許可による運行、自家用有償旅客運送等の運行において
乗合バスの停留所を使用して、乗客の乗降や運行時間調整を行う

「乗合バス事業者」「公安委員会」「都道府県知事又は市町村長」「地方運輸局長」等が
所定の事項に合意し、公安委員会が公示する手続きが必要

※「危険なバス停」には注意
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９．参考



タクシー

※輸送種別ごとの特徴（事業モデル）は一般的な捉え方を記したものであり、個別の事業形態においてはこれによらないケースも想定されます。

自家用車
による輸送

路線バス

・計画に沿って運行
・内部補助で利便性維持

輸送種別ごとの特徴（事業モデルのイメージ）

・嗅覚や予約により運行
・稼働車両数と収益が比例

・計画や予約により運行
・公的負担や善意で維持

大量
乗合
輸送

個別
輸送

中量
乗合
個別
輸送内部

補助
歩合
給 善意

乗合タクシー

・計画や予約により運行
・運賃＋公的負担で維持

少量
乗合
輸送

赤字
基調

一定の車両数下では黒字

給与（人件費）を
運賃収入から算出

少ない人件費でも赤字

公的
負担

全体で
何とか維持？

収入 費用

赤字を公的負担などで
埋められる？

費用

収入

費用収入

人件費

費用

収入
人件費

１．現状認識
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